
資料１ 

令和３年９月７日 

 

板橋区青少年問題協議会委員・幹事 各位 

板橋区青少年問題協議会  

会 長 坂 本  健 

 

令和三年度 板橋区青少年問題協議会 副会長の選出について 

 

 板橋区青少年問題協議会条例第４条第２項において、協議会に副会長をおく

規定があり、委員の互選により決定することとなっています。 

  

 会長案として下記のお二人に依頼したいと考えており、皆様にお諮りをいた

しますので、別紙の意見回答書の提出をお願いいたします。 

 

記 

 

副会長候補者（案） 

 

１ 東京家政大学 人文学部 教授 平戸 ルリ子 様 

 

２ 法政大学 キャリアデザイン学部 教授 児美川 孝一郎 様 

 

 

 

 

 

問い合わせ先          

板橋区教育委員会事務局     

地域教育力推進課青少年係 大野 

℡３５７９－２４８８ 

Fax３５７９－２６３５ 

Mail：j-seisho@city.itabashi.tokyo.jp 

 


